
吉
野
作
造
（
前
期
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
対
応氏

　
家
　
法
　
雄

１．

問
題
の
所
在

吉
野
作
造
（
一
八
七
八
―
一
九
三
三
）
は
、
近
代
日
本
を
代
表
す
る
政
治
学
者
で
あ
る
が
、
終
生
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
大
切
に
貫
い
た

キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
た
稀
有
な
存
在
で
あ
る
。
吉
野
の
憲
政
論
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
関
し
て
は
す
で
に

少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
や
日
本
的
伝
統
と
の
関
係
に
関
し
て
の
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
吉
野
に
限
ら
ず
、
在
俗
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
や
思
想
と
実
践
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
筆

者
は
こ
れ
ま
で
、
吉
野
作
造
に
つ
い
て
、
そ
の
人
間
観
と
「
神
の
国
」
観
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
（
１
）
、
今
回
は
、
吉
野
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
論
点
を
あ
わ
せ
、
そ
の
内
実
に
迫
る
試
み
を
行
い
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
筆
者
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

筆
者
は
か
つ
て
拙
論
（『
吉
野
作
造
の
神
の
国

―
信
仰
の
師
・
海
老
名
弾
正
と
の
対
比
か
ら
』）
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
。

既
存
の
国
家
を
「
現
在
の
国
家
生
活
を
更
に
よ
り
高
き
理
想
状
態
に
ま
で
普
べ
き
途
中
の
も
の
観
る
」
吉
野
の
視
座
は
、
現
状
の
国
家
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体
制
を
絶
対
的
な
も
の
と
捉
え
る
�
国
家
至
上
主
義
�
を
否
定
す
る
。

海
老
名
に
お
い
て
は
大
日
本
帝
国
と
い
う
一
「
国
家
」
に
独
占
的
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
真
理
は
、
国
家
か
ら
剥
奪
さ
れ
、

る
こ
と
に
な
り
、「
道
理
」
等
の
道
徳
的
原
理
を
秩
序
の
最
根
柢
に
お
く
こ
と
で
、
道
理
を
犯
さ
ぬ
範
囲
内
で
の
み
、
国
家
権
力
の
行
使

の
有
用
性
が
認
め
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
海
老
名
に
お
い
て
は
、
日
本
の
海
外
膨
張
は
、
神
意
と
同
義
で
あ
り
推
奨
さ
れ
る
対
外
政
策
で
あ
っ
た
が
、

吉
野
に
お
い
て
は
、
国
家
が
道
義
を
体
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
日
本
の
対
外
政
策
に
関
し
て
は
諸
手
を
あ
げ
て
の
賛
意
で
は
な
く
、

是
々
非
々
で
の
対
応
と
な
る
。

海
老
名
に
お
い
て
は
大
日
本
帝
国
こ
そ
「
神
の
国
」
で
あ
っ
た
が
、
吉
野
は
国
家
を
社
会
に
お
け
る
「
強
制
組
織
」
の
方
面
と
し
て
空

間
的
に
相
対
化
し
、
同
時
に
現
在
の
国
家
を
不
完
全
と
す
る
こ
と
で
時
間
的
に
も
相
対
的
な
存
在
へ
と
追
い
や
っ
た
（
２
）
。

明
治
以
降
に
再
渡
来
し
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
躓
き
の
石
と
な
っ
た
問
題
と
は
何
か
と
問
う
た
場
合
、
そ
れ
は
天
皇
制
を
中
心
と
す

る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
向
か
い
合
い
方
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

伝
道
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
文
明
開
化
の
追
い
風
に
の
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
＝
文
明
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
受
容
が
積
極
的
に

行
わ
れ
た
が
、
国
家
が
制
度
と
し
て
確
固
た
る
も
の
へ
と
構
築
さ
れ
る
に
従
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
が
常
に
課
題
と
な
っ
て
き

た
。
こ
の
こ
と
は
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
（
一
八
九
〇
年
）
を
思
い
起
こ
せ
ば
明
か
で
あ
る
。

さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
は
、
こ
の
世
の
も
の
を
す
べ
て
相
対
化
さ
せ
る
そ
の
超
越
性
を
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
当
然
そ
こ
か
ら
は
、
救
い
を
装
う
「
地
の
国
」
た
る
国
家
そ
の
も
の
を
「
相
対
的
」
な
も
の
と
し
て
退
け
る
視
座
が
開
か
れ
、
こ
こ

に
聖
書
で
説
か
れ
る
「
地
の
塩
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
３
）
。

明
治
日
本
に
お
け
る
神
学
思
想
史
を
振
り
返
っ
た
場
合
、
国
家
乃
至
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
態
度
は
お
お
む
ね
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
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の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
内
村
鑑
三
に
代
表
さ
れ
る
対
決
型
、
そ
し
て
ひ
と
つ
は
、
植
村
正
久
に
代
表
さ

れ
る
国
家
と
の
棲
み
分
け
型
、
そ
し
て
海
老
名
弾
正
に
代
表
さ
れ
る
、
一
体
型
で
あ
る
。
対
決
型
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
も
つ
超
越
的
な

救
い
の
視
座
か
ら
、
こ
の
世
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
国
家
・
体
制
を
不
断
に
相
対
化
さ
せ
て
い
く
対
応
で
あ
り
（
４
）
、
棲
み
分
け
型
と
は
、
信
仰

に
お
け
る
超
越
性
の
観
点
を
保
持
し
つ
つ
も
、「
公
認
教
」
と
し
て
の
枠
組
み
に
則
り
、
信
教
の
自
由
の
範
囲
内
で
教
会
形
成
に
専
念
す

る
立
場
で
あ
る
。
最
後
の
一
体
型
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
日
本
的
基
督
教
」
と
し
て
受
容
す
る
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
積
極
的
な
一

体
化
で
あ
る
。

歴
史
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
派
は
、
植
村
正
久
に
代
表
さ
れ
る
「
棲
み
分
け
型
」
と
し
て
受
容
さ
れ
た
フ
シ
が
濃
厚
で
、
そ
れ
が

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
ひ
と
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
（
５
）
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ひ
と
り
の
思
想
家
や
立
場
に
限
定
さ
れ
る
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
全
般
の
問
題
と
も
言
う
べ
き

事
態
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
や
は
り
傑
出
し
た
歩
み
を
残
し
て
い
る
の
が
筆
者
の
注
目
す
る
吉
野
作
造
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

普
遍
主
義
と
国
家
を
超
越
す
る
救
い
の
視
座
を
提
示
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う
に
格
闘
し
た
の

か
。
拙
論
「『
神
の
国
』
観
」
で
は
、
吉
野
が
そ
の
思
想
を
円
熟
さ
せ
る
な
か
で
、
最
終
的
に
は
国
家
を
時
間
的
・
空
間
的
に
相
対
化
す

る
こ
と
の
軌
跡
を
た
ず
ね
た
が
、
本
論
考
で
は
、
時
期
を
区
切
っ
て
、
吉
野
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
を
検
討
し
て
み
た
い

と
思
う
。

論
旨
を
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、
吉
野
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
少
年
時
代
に
培
わ
れ
た
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
出
発
点
で
あ

る
。
そ
れ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
の
が
日
露
戦
争
で
あ
り
、
以
後
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
傾
向
が
衰
微
し
て
い
く
の
が
そ
の
歩
み

で
あ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
理
想
的
状
態
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
批
判
的
な
理
念
と
な
る
「
人
道
的
無
政
府
主
義
」

（
６
）
　

を
提
示

す
る
。
本
論
考
で
は
、
日
露
戦
争
前
後
の
意
識
と
、
日
露
戦
争
後
の
展
開
に
絞
っ
て
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

吉野作造（前期）のナショナリズム
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２．

日
露
戦
争
前
後

２
―
１：

吉
野
作
造
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

吉
野
が
時
代
の
潮
流
を
本
格
的
に
意
識
し
た
最
初
の
歴
史
的
事
件
は
、
日
露
戦
争
で
あ
る
。
戦
争
勃
発
当
時
、
半
年
後
に
卒
業
を
控
え

た
法
科
大
学
学
生
で
あ
っ
た
吉
野
は
、
本
郷
教
会
牧
師
・
海
老
名
弾
正
の
主
宰
す
る
雑
誌
『
新
人
』
に
い
く
つ
か
の
短
い
日
露
戦
争
論
を

書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
日
露
戦
争
を
進
歩
に
逆
ら
う
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
の
専
制
主
義
に
対
す
る
戦
争
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

近
世
欧
洲
の
政
治
的
進
化
の
跡
を
見
る
に
、
専
制
時
代
よ
り
民
権
論
時
代
に
移
り
…
…
、
今
や
個
人
の
充
実
を
基
礎
と
し
て
鞏
固
な
る

団
体
的
権
力
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
も
の
の
如
し
。
独
り
露
国
は
主
義
と
し
て
今
尚
専
制
の
政
治
を
固
執
し
、
大
勢
趨
行
の
当
然
た
る
自
由

思
想
の
勃
興
を
ば
強
て
圧
抑
し
て
仮
借
す
る
所
な
し
。
…
…
今
若
し
露
国
日
本
に
勝
た
ん
乎
、
政
府
の
権
力
一
層
強
く
圧
制
益
々
甚
し
か

ら
ん
。
幸
に
し
て
日
本
に
敗
れ
ん
か
、
或
は
自
由
民
権
論
の
勢
力
を
増
す
所
以
と
な
ら
ん
。
故
に
吾
人
は
文
明
の
た
め
に
、
ま
た
露
国
人

民
の
安
福
の
た
め
に
切
に
露
国
の
敗
北
を
祈
る
も
の
也
（
７
）
。

吉
野
は
、
海
老
名
と
同
様
に
日
露
戦
争
は
「
義
戦
」
で
あ
る
と
定
義
し
、
戦
争
を
自
由
と
平
和
の
た
め
も
の
だ
と
肯
定
し
た
。
ヘ
ー
ゲ

ル
に
依
拠
し
つ
つ
歴
史
の
進
歩
の
方
向
は
「
専
制
」
か
ら
「
自
由
」
で
あ
り
、
日
本
の
対
露
戦
争
を
歴
史
を
進
歩
さ
せ
る
戦
い
と
認
識
し

た
。
専
制
主
義
・
侵
略
主
義
ロ
シ
ア
の
敗
北
こ
そ
ロ
シ
ア
人
に
自
由
と
民
権
を
も
た
ら
し
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
平
和
を
も
た
ら
す

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
吉
野
の
主
張
は
そ
の
政
治
観
に
の
み
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
日
清
戦
争
を
背
景
と
す
る
少
年
期
に

学
校
教
育
の
中
で
教
え
込
ま
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
深
く
起
因
す
る
。
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我
々
の
小
学
校
時
代

―
明
治
二
十
四
五
年
頃
の
国
民
教
育
は
、
今
か
ら
見
る
と
滑
稽
な
程
排
外
的
敵
愾
心
を
児
童
に
鼓
吹
し
た
も
の

で
あ
る
。
学
校
の
唱
歌
は
多
く
は
勇
壮
な
る
軍
歌
で
、
其
外
に
は
「
三
千
余
万
の
同
胞
共
に
、
守
れ
よ
守
れ
我
が
日
の
本
を
…
…
」
と
か
、

万
国
公
法
あ
り
と
て
も
、
弱
肉
強
食
の
世
の
中
に
は
空
論
に
畢
る
と
云
つ
た
や
う
な
六
つ
か
し
い
思
想
を
歌
は
し
た
も
の
だ
（
８
）
。

吉
野
が
回
想
し
て
い
る
通
り
、
唱
歌
な
ど
を
通
し
て
排
外
的
敵
愾
心
が
鼓
舞
さ
れ
、
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
大
い
に
興
奮
し
た
。

出
征
す
る
第
二
師
団
を
見
送
る
た
め
に
、
学
業
そ
っ
ち
の
け
で
停
車
場
に
見
送
り
に
で
か
け
る
ほ
ど
の
熱
の
入
れ
よ
う
で
「
期
せ
ず
し
て

駅
前
に
集
る
幾
千
人
と
と
も
に
幾
回
か
万
歳
を
繰
り
か
へ
し
た
」

　
（
９
）
。

戦
後
の
列
強
に
よ
る
三
国
干
渉
に
対
し
て
は
、「
日
東
の
大
国
民
は
将
に
世
界
の
上
に
縦
横
の
鉄
道
を
布
き
経
緯
の
運
河
を
掘
鑿
し
て

所
謂
諸
列
な
る
も
の
を
蹂
躙
し
以
て
今
日
の
辱
を
雪
か
ざ
る
べ
ら
ず（
10
）」

と
主
張
し
て
い
る
。
少
年
・
青
年
時
代
の
吉
野
は
、
日
本
の
世
界

的
発
展
と
し
て
の
膨
張
主
義
を
肯
定
し
、
そ
の
拡
大
発
展
に
自
ら
の
使
命
感
を
重
ね
あ
わ
せ
る
フ
シ
が
顕
著
で
あ
る
。

さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
露
戦
争
を
「
義
戦
」
と
み
る
吉
野
の
主
張
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
特
別
な
考
え
方
で
も
な
い
し
、

広
く
認
知
さ
れ
た
そ
れ
と
い
っ
て
よ
い
。
少
年
時
代
よ
り
抱
い
て
い
た
「
諸
列
な
る
も
の
を
蹂
躙
し
以
て
今
日
の
辱
を
雪
か
ざ
る
べ
ら
ず
」

と
時
代
を
見
る
、
少
年
時
代
よ
り
抱
い
て
い
た
使
命
感
の
延
長
上
に
出
て
き
た
世
界
観
に
す
ぎ
な
い
。
海
老
名
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
内
村
鑑
三
ら
に
よ
る
非
戦
論
の
意
味
に
こ
の
時
の
吉
野
は
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

２
―
２：

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開

さ
て
、
義
戦
を
論
じ
た
翌
一
九
〇
五
年
、
吉
野
は
政
治
学
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
張
と
し
て
「
主
民
主
義
」
を
主
張
し
て
い
る
。

国
家
の
到
達
す
べ
き
窮
極
の
目
的
は
如
何
と
云
ふ
根
本
問
題
に
対
す
る
哲
学
的
解
決
は
暫
く
之
を
避
け
ん
。
最
も
卑
近
な
る
事
実
の
観

吉野作造（前期）のナショナリズム
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察
に
従
へ
ば
一
刻
の
政
治
は
先
づ
其
国
の
生
存
発
達
を
以
て
直
接
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
些
か
の
疑
を
容
れ
ず
。
而
し
て
国
家
の
生
存
発

達
は
人
民
全
体
の
精
神
的
并
び
に
物
質
的
平
安
進
歩
を
謀
る
こ
と
に
依
り
て
達
せ
ら
る
。
蓋
し
国
家
と
人
民
と
は
元
と
利
害
を
異
に
す
る

も
の
に
非
ず
又
異
に
す
べ
き
者
に
非
ず
（
是
れ
国
利
民
福
と
併
称
す
る
所
以
）。
政
治
上
諸
般
の
施
設
の
効
果
は
須
ら
く
常
に
人
民
の
利
益
の

上
に
在
ら
し
む
る
を
要
す
る
も
の
也
。
故
に
国
家
の
生
存
発
達
を
以
て
主
要
な
る
目
的
と
す
る
所
の
政
治
は
、
必
ず
や
人
民
全
体
の
安
寧

進
歩
を
以
て
念
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
11
）

。

「
主
民
主
義
」
と
は
「
主
権
の
行
動
は
人
民
全
体
の
精
神
的
物
理
的
利
益
を
保
護
進
捗
す
る
を
目
的
（
12
）

」
と
す
る
政
治
方
針
の
こ
と
で
あ

る
。
学
問
の
師
・
小
野
塚
喜
平
次
の
「
衆
民
主
義
」
を
更
に
徹
底
さ
せ
、
政
治
の
目
的
は
国
民
の
利
益
を
守
り
増
進
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ

に
あ
る
と
す
る
「
民
本
主
義
」
の
原
型
を
な
す
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
政
治
の
究
極
目
的
は
「
国
家
の
生
存
発
達
」
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。「
人
民
全
体
の
精
神
的
物
理
的
利
益
を
保
護
進
捗
」
た
め
の
「
国
家
の
生
存
発
達
」
を
目
的
と
す
る
主
張
で
あ
る
ゆ
え
に
、

現
状
で
は
、
普
通
選
挙
も
政
党
内
閣
も
先
送
り
の
理
想
的
事
項
と
し
て
語
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

「
主
民
主
義
」
が
内
政
に
関
す
る
当
時
の
吉
野
の
主
張
の
核
心
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
露
戦
争
を
経
験
し
た
日
本
が
取
る
べ
き
外
交

と
は
何
か
…
…
。

吉
野
は
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
日
本
の
帝
国
的
発
展
を
楽
天
的
に
主
張
し
て
い
る
。

吉
野
は
、
一
九
〇
五
年
二
月
号
の
『
新
人
』
に
無
署
名
で
「
国
家
魂
と
は
何
ぞ
や
」
を
発
表
し
、
日
本
民
族
の
精
神
的
理
念
と
な
る

「
国
家
魂
」
な
る
も
の
の
戦
後
に
お
け
る
拡
大
発
展
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
「
国
家
魂
」
の
主
張
に
関
し
て
は
、
社
会
主
義
者
の
木
下
尚
江
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
木
下
は
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
的
理

念
で
あ
る
「
人
類
同
胞
」
の
精
神
か
ら
、
中
途
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
国
家
と
か
、
そ
の
国
家
を
称
揚
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
困
泥
す
る

吉
野
の
姿
勢
を
批
判
し
た
。
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こ
の
時
代
の
吉
野
は
キ
リ
ス
ト
教
の
も
つ
普
遍
性
と
か
理
念
性
か
ら
時
世
に
対
す
る
展
開
は
後
年
に
み
ら
れ
る
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
日
本
民
族
の
枠
組
み
と
か
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
に
執
着
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。

木
下
の
指
摘
す
る
人
類
同
胞
主
義
は
、「
究
極
の
理
想
」
と
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
理
想
を
直
ち
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
一
足
飛

び
」
と
吉
野
に
は
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
野
は
「
社
会
的
意
思
の
終
局
の
発
展
を
見
る
が
為
に
は
先
づ
以
て
国
家
的
発
展
を
通
過
す
べ

き
こ
と
」
を
強
調
し
、
国
家
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
四
海
同
胞
の
大
義
」
が
実
現
で
き
る
と
い
う
着
実
な
理
想
主
義
の
立
場
で
答

え
て
い
る
。

そ
し
て
国
家
精
神
の
理
念
に
関
し
て
も
、
論
争
を
通
し
て
、
国
家
魂
が
各
個
人
を
統
御
す
る
側
面
よ
り
も
、
各
個
人
が
国
家
魂
を
形
成

し
て
い
く
側
面
に
重
点
を
お
い
て
そ
の
議
論
を
整
理
し
て
い
る
。
国
家
精
神
と
し
て
の
国
家
魂
は
、「
受
動
的
に
国
家
精
神
の
統
御
に
服

す
る
」
だ
け
で
な
く
「
自
発
的
に
国
家
魂
を
作
る
」
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
少
数
の
「
君
主
貴
族
」
の
意
思
で
は
な
く
「
多
数
人
民
」
の
意
思

だ
と
弁
明
し
て
い
る
（
13
）

。

日
露
戦
争
前
後
の
吉
野
の
議
論
に
は
、
民
本
主
義
と
国
際
協
調
へ
の
萌
芽
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
徹
底
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
個
人
は
国
家
な
し
に
は
存
在
で
き
な
い
し
、
国
民
を
統
一
し
て
い
る
国
家
の
権
力
は
重
要
だ

と
の
信
念
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
民
の
利
益
を
重
ん
じ
る
吉
野
の
主
民
主
義
は
、
国
家
の
「
生
存
発
達
」
に
と
い
う
究
極
目

的
に
従
属
し
て
い
る
し
、
日
露
戦
争
論
、
国
家
魂
論
争
で
見
え
て
く
る
の
は
、
列
強
の
凌
ぎ
を
け
ず
る
国
際
情
勢
の
な
か
で
は
、
日
本
の

民
族
は
他
の
民
族
よ
り
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
強
く
存
在
す
る
。
海
老
名
弾
正
の
言
う
「
戦
争
征
伐
」
を
全
肯
定

は
し
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
日
本
の
民
族
国
家
を
中
心
に
お
く
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
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３．

日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
へ

３
―
１：

吉
野
作
造
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

日
露
戦
争
後
の
状
況
を
後
年
吉
野
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

日
露
戦
争
が
一
方
に
於
て
国
民
を
帝
国
主
義
的
海
外
発
展
に
陶
酔
せ
し
め
た
と
共
に
、
他
方
国
民
の
自
覚
と
民
知
の
向
上
と
を
促
し
て

自
ら
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
思
想
の
展
開
に
資
し
た
こ
と
は
、
既
に
人
の
よ
く
云
ふ
所
で
あ
る
。
私
は
明
治
三
十
九
年
の
一
月
か
ら
支
那
に

赴
い
て
満
三
年
を
彼
地
で
暮
し
、
日
露
戦
争
の
直
接
の
影
響
と
し
て
起
つ
た
中
国
の
立
憲
運
動
の
旺
盛
な
る
に
驚
い
た
の
で
あ
る
が
、
明

治
四
十
二
年
一
月
日
本
に
帰
つ
て
来
て
民
主
思
想
の
大
に
興
隆
し
つ
つ
あ
る
に
一
層
の
驚
き
を
感
じ
た
の
で
あ
つ
た
（
14
）

。

日
露
戦
争
は
吉
野
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
自
覚
さ
せ
る
と
と
も
に
、
時
代
認
識
を
導
く
指
標
と
し
て
の
「
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
思
想
の

展
開
」
を
自
覚
さ
せ
た
歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
吉
野
の
認
識
を
新
た
に
さ
せ
た
の
が
、
講
和
後
、
各
地
で
勃
発
し
た
「
民
衆

的
示
威
運
動
」
で
あ
る
。

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
条
約
で
は
、
賠
償
金
が
な
く
、
領
土
の
割
譲
も
少
な
か
っ
た
。
戦
時
下
を
堪
え
て
き
た
民
衆
の
不
満
は
こ
こ
に
来
て

爆
発
、
日
比
谷
焼
討
事
件
を
は
じ
め
暴
動
が
各
地
で
お
こ
っ
た
。
政
府
へ
の
不
満
に
対
す
る
民
衆
の
自
発
的
な
暴
動
に
吉
野
は
大
き
な
衝

撃
を
受
け
た
。
吉
野
は
日
比
谷
焼
討
事
件
に
つ
い
て
「
民
衆
が
政
治
上
に
於
て
一
つ
の
勢
力
と
し
て
動
く
（
15
）

」
と
い
う
時
代
の
始
ま
り
だ
と

捉
え
、
国
家
の
側
か
ら
民
衆
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
民
衆
そ
の
も
の
が
国
家
の
動
向
を
決
し
て
い
く
「
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
思
想
の

展
開
」
に
、
以
降
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
構
成
を
加
速
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
日
本
の
民
族
国
家

を
中
心
に
お
く
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
考
を
促
す
こ
と
に
も
な
る
。
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３
―
２：

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開

さ
て
一
九
〇
六
年
か
ら
三
年
間
の
中
国
・
天
津
で
の
生
活
、
そ
し
て
一
九
一
〇
年
か
ら
三
年
あ
ま
り
の
欧
州
留
学
を
経
験
し
た
吉
野
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
最
中
で
あ
る
一
九
一
六
年
一
月
に
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
を
発
表
し
て
注
目

を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
論
説
の
中
で
吉
野
は
、
主
権
在
民
と
し
て
の
「
民
主
々
義
」
は
日
本
で
は
危
険
視
さ
れ
る
と
し
て
排
除
し
、

内
実
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
し
て
「
民
本
主
義
」
を
説
く
こ
と
と
な
る
。

吉
野
は
民
本
主
義
を
説
い
た
理
由
を
、
憲
政
論
を
掲
載
し
た
『
中
央
公
論
』
の
同
じ
号
に
「
精
神
界
の
大
正
維
新
」
と
し
て
発
表
し
て

い
る
（
16
）

。
吉
野
は
政
界
の
根
本
改
革
の
た
め
に
は
「
精
神
界
の
刷
新
運
動
」
が
必
要
で
あ
り
、「
国
家
と
し
て
偉
大
に
し
て
国
民
と
し
て
縮

小
せ
る
我
が
国
の
現
状
に
対
し
一
大
革
新
の
必
要
」
を
説
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
真
の
偉
大
な
る
個
人
の
上
に
於
て
も
亦
た
偉
大
な
る

国
民
た
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
人
が
国
民
と
し
て
、
そ
し
て
個
人
と
し
て
萎
縮
し
て
し
ま
っ
た
原
因
と
は
何
か
。

吉
野
は
「
多
年
独
逸
流
の
国
家
主
義
を
実
施
し
た
る
結
果
」
だ
と
認
識
す
る
。
長
く
な
る
が
そ
の
前
後
を
見
て
み
た
い
。

我
政
治
界
に
対
す
る
大
正
維
新
の
運
動
、
即
ち
憲
政
擁
護
運
動
は
、
吾
人
が
會
て
�
々
論
じ
た
る
が
如
く
全
然
失
敗
に
帰
し
た
り
、
而

し
て
政
界
は
全
く
中
心
力
を
失
ひ
混
沌
と
し
て
其
紛
擾
日
に
益
々
甚
し
か
ら
ん
と
す
、
故
に
政
界
の
刷
新
は
有
識
者
の
最
も
心
を
労
す
べ

き
問
題
た
る
は
論
を
待
た
ず
し
て
、
吾
人
亦
た
機
に
触
れ
折
に
接
し
て
論
説
を
怠
ら
ざ
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
政
界
根
本
の
殷
賑
は
国
民
の

精
神
状
態
を
一
新
す
る
よ
り
起
ら
ざ
る
可
ら
ず
し
て
、
一
種
精
神
に
し
て
偉
大
な
る
理
想
の
発
現
し
て
我
精
神
界
を
刷
新
す
る
に
至
ら
ば

政
界
の
事
蓋
し
亦
た
見
る
に
足
る
も
の
あ
る
に
至
ら
ん
、
殊
に
多
年
独
逸
流
の
国
家
主
義
を
実
施
し
た
る
結
果
、
国
民
を
軍
隊
視
す
る
の

傾
き
あ
り
て
、
個
人
の
自
然
的
発
育
を
害
す
る
少
な
か
ら
ず
、
想
ふ
に
或
る
意
味
に
於
て
独
逸
流
の
応
用
は
富
国
強
兵
の
政
策
を
行
ふ
に

頗
る
便
利
な
る
こ
と
あ
る
は
否
定
す
可
ら
ず
、
現
に
独
逸
の
今
日
あ
る
又
我
邦
が
近
年
長
足
の
進
歩
を
成
せ
る
、
組
織
的
国
家
主
義
に
負

吉野作造（前期）のナショナリズム
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ふ
所
甚
だ
多
き
は
賭
易
き
道
理
な
り
、
然
れ
ど
も
現
在
の
国
難
に
際
し
英
仏
両
国
民
が
能
く
発
情
興
起
し
克
く
其
智
力
を
尽
し
て
倦
ま
ざ

る
状
態
を
見
れ
ば
個
人
主
義
亦
た
実
に
侮
る
可
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
、
而
し
て
戦
後
の
黒
縄
を
予
想
せ
ば
吾
人
は
勝
敗
の
如
何
に
関
は
ら
ず

英
仏
の
状
態
が
必
ず
大
に
独
逸
に
優
る
も
の
あ
る
べ
き
を
信
じ
て
疑
は
ず
（
17
）

、

英
仏
の
個
人
主
義
と
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義
を
比
較
し
た
場
合
、「
英
仏
の
状
態
が
必
ず
独
逸
に
優
る
」
と
の
主
張
で
あ
る
。
吉
野
は
、

明
治
国
家
が
学
校
教
育
を
通
し
て
創
り
出
し
た
国
家
主
義
の
精
神
に
対
し
て
距
離
を
起
き
始
め
、
そ
の
発
想
を
相
対
化
す
る
言
葉
を
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
改
革
の
一
つ
の
方
途
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
「
民
本
主
義
」
の
主
張
で
あ
る
。

国
家
主
導
よ
り
も
、
民
衆
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
吉
野
の
発
想
に
は
、
三
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
欧
州
留
学
で
の
経
験
が
実
は

大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

留
学
三
年
に
あ
ま
る
幾
多
の
見
聞
が
後
年
の
私
の
立
場
の
確
立
に
至
大
の
関
係
あ
る
は
勿
論
だ
が
、
中
に
就
き
特
に
茲
に
語
つ
て
お
き

た
い
の
は
、（
一
）
英
国
に
於
て
親
し
く
上
院
権
限
縮
小
問
題
の
成
行
き
を
見
た
こ
と
、（
二
）
墺
都
維
納
に
於
て
生
活
必
需
品
暴
騰
に
激

し
て
起
つ
た
労
働
党
の
一
大
示
威
運
動
の
行
列
に
加
は
り
、
そ
の
秩
序
整
然
一
糸
み
だ
れ
ざ
る
を
見
て
之
で
こ
そ
国
民
大
衆
の
信
頼
を
得

る
に
足
る
な
れ
と
大
い
に
感
服
し
た
こ
と
、（
三
）
一
九
一
二
年
の
白
耳
義
の
大
同
盟
罷
業
を
準
備
段
階
か
ら
目
の
あ
た
り
見
聞
し
、
秩

序
あ
る
民
衆
運
動
の
如
何
に
正
し
く
且
力
あ
る
も
の
な
る
か
を
痛
感
せ
し
こ
と
等
で
あ
る
（
18
）

。

（
一
）
は
一
九
一
一
年
八
月
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
員
法
制
定
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
以
来
問
題
と
な
っ
て
い
た
上
下
両
院
の

対
立
が
、
国
民
の
支
持
を
背
景
に
、
保
守
派
の
牙
城
と
目
さ
れ
る
上
院
の
権
限
縮
小
に
関
す
る
議
院
立
法
の
提
出
と
そ
の
成
立
の
こ
と
で

あ
る
。
吉
野
は
当
時
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
中
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
地
を
踏
ん
だ
の
は
そ
の
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
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る
議
会
制
度
、
そ
し
て
民
主
化
の
動
向
を
見
聞
し
た
体
験
は
、
吉
野
の
民
本
主
義
形
成
、
国
家
主
義
的
態
度
の
抑
制
に
大
き
く
働
い
た
こ

と
は
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
で
指
摘
す
る
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
で
の
物
価
上
昇
に
対
す
る
市
民
の
デ
モ
で
あ
る
。
吉
野
は
こ
の
集
会
に
参
加
す
る
な
か
で
、
警

備
の
警
官
と
デ
モ
に
参
加
し
た
人
々
の
両
者
の
態
度
に
い
た
く
感
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。（
三
）
に
挙
げ
た
ベ
ル
ギ
ー
で
の
大
同
盟
罷
業

の
見
聞
と
民
衆
運
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
同
様
の
感
想
を
抱
い
て
お
り
、
一
見
す
る
と
無
知
無
学
と
さ
れ
る
労
働
者
、
女
性
、
工
員
と

い
っ
た
人
々
が
規
律
あ
る
態
度
を
取
り
、
節
度
あ
る
社
会
参
加
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
国
家
の
側
か
ら
民
衆
を
律
し
て
い
く

の
で
は
な
く
、
民
衆
の
側
か
ら
国
家
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
発
想
と
理
解
を
深
め
る
う
え
で
、
大
い
に
役
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
19
）

。

先
に
論
じ
た
と
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
後
、
日
本
で
も
台
頭
す
る
民
衆
運
動
を
目
の
当
た
り
に
し
た
吉
野
は
、
一
人
一
人
の
民

衆
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
新
し
い
政
治
の
時
代
、
国
家
像
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
し
て
「
民
衆
政
治
と
云
ふ
も
の
は
是

れ
一
の
勢
で
あ
る
、
世
界
の
体
勢
で
あ
る
（
20
）

」
と
い
う
固
い
信
念
を
根
柢
に
も
ち
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
に
情
熱
を
燃
や
す
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
吉
野
自
身
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
全
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
主
義
を
鼓
吹
す
る

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
を
発
表
し
た
同
年
九
月
、「
国
家
中
心
主

義
個
人
主
義
　
二
思
想
の
対
立
・
衝
突
・
調
和
」
を
発
表
す
る
が
、
二
つ
の
主
義
の
「
対
立
・
衝
突
」
を
避
け
て
「
調
和
」
を
計
る
よ
う

そ
こ
で
は
議
論
さ
れ
て
い
る
。

国
家
の
政
策
の
根
本
的
決
定
に
方
つ
て
は
、
国
家
中
心
主
義
と
個
人
中
心
主
義
と
の
二
つ
の
主
張
が
兎
に
角
事
実
上
対
立
し
て
居
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
蓋
し
全
体
を
重
ん
ず
る
思
想
と
分
子
を
重
ん
ず
る
思
想
と
の
対
立
が
複
雑
な
る
有
機
体
に
於
て
免
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の

な
る
以
上
、
我
々
は
国
家
的
団
体
に
亦
此
事
あ
る
を
怪
し
ま
な
い
（
21
）

。

吉野作造（前期）のナショナリズム
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処
女
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
律
哲
学
の
基
礎
」（
有
斐
閣
、
一
九
〇
五
年
）
で
示
し
た
国
家
を
「
有
機
的
団
体
」
と
し
て
理
解
す
る
国
家

観
は
依
然
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
国
家
は
国
民
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
個
人
の
集
合
か
ら
成
り
立
つ
「
有
機
的
団
体
」
で
あ
り
、
国
家

と
個
人
は
「
団
体
」
と
「
分
子
」
と
し
て
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
調
和
補
完
し
合
う
な
か
で
、
と
も
に
成
長
発
展
を
遂
げ
る
べ

き
と
の
国
家
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
、
国
家
中
心
主
義
と
は
「
全
体
を
重
ん
ず
る
思
想
」
で
あ
り
、「
分
子
を
重
ん
ず
る
思

想
」
が
個
人
中
心
主
義
と
さ
れ
、
吉
野
は
両
者
の
極
端
な
形
、
弊
害
を
論
じ
つ
つ
、
そ
の
両
者
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。「
予
は
決
し

て
国
家
本
意
の
政
論
政
策
に
反
対
な
の
で
は
な
い
。
只
我
国
今
日
に
流
行
す
る
国
家
中
心
主
義
に
は
一
大
陰
翳
の
附
き
纏
ふ
も
の
あ
る
を

認
め
、
個
人
中
心
主
義
の
高
調
に
依
り
て
国
家
中
心
主
義
を
正
路
に
導
か
ん
こ
と
を
冀
ふ
」
と
慎
重
に
自
己
の
立
場
を
吐
露
し
つ
つ
、
極

端
な
国
家
中
心
主
義
に
は
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
個
人
中
心
主
義
の
内
容
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
論
旨
と
し

て
は
、
や
は
り
「
偏
狭
な
る
国
家
中
心
主
義
の
跋
扈
す
る
時
幣
に
憤
慨
」
し
、
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
を
感
じ
な
が
ら
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
否
定
す
る
、
乃
至
は
国
家
を
顧
み
な
い
か
た
ち
で
の
個
人
主
義
を
鼓
吹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

日
清
戦
争
を
経
験
し
た
少
年
時
代
、
そ
し
て
「
義
戦
」
と
捉
え
た
日
露
戦
争
当
時
ほ
ど
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
気
配
は
こ
の
当
時
に
吉

野
に
感
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
し
か
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
保
ち
、
国
家
に
一
定
の
有
用
性
を
見
る
の
は
、
や
は
り
「
国
際

競
争
の
激
烈
」
を
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
当
時
は
ち
ょ
う
ど
第
一
次
世
界
大
戦
の
真
っ
直
中
で
あ
る
。

然
る
に
今
度
の
戦
争
は
、
更
に
又
一
艘
国
家
本
位
主
義
的
傾
向
の
極
端
な
る
主
張
を
見
る
に
至
ら
し
め
た
。
此
思
想
は
今
や
殆
ど
凡
ゆ

る
有
力
な
る
階
級
を
風
靡
し
て
、
個
人
中
心
主
義
に
対
し
て
は
殆
ど
圧
迫
的
態
度
を
以
て
臨
ん
で
居
る
。
何
故
か
と
言
ふ
に
、
従
来
個
人

中
心
主
義
者
の
主
張
し
て
来
た
や
う
な
議
論
は
今
度
の
戦
争
で
殆
ど
一
つ
も
実
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
個
人
中
心
主

義
者
の
動
と
も
す
れ
ば
唱
へ
て
居
つ
た
所
の
国
際
的
正
義
と
か
或
は
国
際
法
と
か
い
ふ
も
の
は
、
今
度
の
戦
争
で
全
然
蹂
躙
さ
れ
て
居
る
。

蹂
躙
す
る
の
が
善
い
か
悪
る
い
か
は
是
れ
所
謂
学
者
仁
人
の
机
上
の
空
論
で
あ
つ
て
、
正
義
も
国
際
法
も
武
力
の
前
に
は
全
然
無
能
で
あ
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る
と
い
ふ
こ
と
丈
け
は
目
前
に
示
さ
れ
た
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
イ
ザ
と
云
ふ
時
に
物
を
言
ふ
の
は
即
ち
「
力
」
の
外
に
は
な
い
。

而
し
て
独
逸
は
此
「
力
」
に
最
も
重
き
を
置
い
た
が
為
め
に
あ
れ
程
見
事
な
成
功
を
博
し
た
（
22
）

。

世
界
大
戦
の
事
実
は
「
イ
ザ
と
云
ふ
時
に
物
を
言
ふ
の
は
即
ち
「
力
」
の
外
に
は
な
い
」
と
い
う
力
の
現
実
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
現
実
を
前
に
し
て
は
吉
野
も
理
想
主
義
的
に
道
徳
や
正
義
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
文
脈
か
ら
日
本
が
植
民
地
と

し
て
支
配
す
る
異
民
族
の
朝
鮮
人
に
関
し
て
も
「
我
々
は
日
本
帝
国
の
立
場
か
ら
、
朝
鮮
に
よ
つ
て
統
一
的
結
束
の
累
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を

欲
せ
ざ
る
と
共
に
、
又
朝
鮮
人
の
自
由
開
発
の
要
求
に
向
か
つ
て
も
、
大
に
之
を
聴
容
す
る
の
寛
量
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
歯
切

れ
が
悪
い
。

４．

最
後
に

こ
う
し
た
吉
野
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

少
年
時
代
に
培
わ
れ
、
日
露
戦
争
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た
吉
野
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
留
学
経
験
で
の
知
見
、

勃
興
す
る
民
衆
運
動
を
前
に
、
一
定
の
相
対
化
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
政
治
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
関
し
て
も
一
九
〇
五

年
に
提
唱
さ
れ
た
「
主
民
主
義
」
で
は
時
期
尚
早
と
し
て
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
政
党
内
閣
制
と
普
通
選
挙
制
度
の
要
求
は
「
民
本

主
義
」
の
主
張
で
は
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
根
本
に
は
国
民
国
家
体
制
を
脱
構
築
す
る
よ
う
な
後
期
吉
野
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
視
座
（
人
道
主
義
的
無
政
府
主
義
）
は
、

こ
の
時
点
で
は
ま
だ
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
戦
後
の
国
際
協
調

体
制
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。

吉野作造（前期）のナショナリズム
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一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
）
に
生
ま
れ
た
吉
野
作
造
は
、
明
治
青
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
深
く
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

明
治
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
権
意
識
と
民
権
意
識
の
混
同
を
そ
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
色
と
す
る
が
（
23
）

、
吉
野
作
造
も
そ
の
陥
穽
を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
と
し
て
は
進
歩
的
な
発
言
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
範
囲
内
で
の
発
言
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
状
況
と
の
対
応
の
な
か
で
、
吉
野
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
、
国
権
意
識
と
民
権
意
識
を
整
理

し
、
民
福
増
進
を
図
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
吉
野
の
歩
み
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
峙
、
脱
構
築
と
み
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
応
に
関
し
て
ひ
と
つ
み
て
お
き
た
い
。

教
会
史
家
の
山
路
愛
山
は
、
近
代
最
初
期
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
入
信
者
た
ち
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
見
た
。

か
く
て
時
代
を
謳
歌
し
、
時
代
と
と
も
に
進
ま
ん
と
す
る
現
世
主
義
の
青
年
が
多
く
戦
勝
者
及
び
其
同
趣
味
の
間
に
出
で
、
時
代
を
批

評
し
、
時
代
と
戦
は
ん
と
す
る
新
信
仰
を
懐
抱
す
る
青
年
が
多
く
敗
戦
者
の
内
よ
り
出
で
た
る
は
與
に
自
然
の
数
な
り
き
と
云
は
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
総
て
の
精
神
的
革
命
は
多
く
は
時
代
の
陰
影
よ
り
出
ず
（
24
）

。

周
知
の
通
り
、
最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
は
佐
幕
系
諸
藩
の
武
士
階
級
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
明
治
維
新
を
た
だ
の
政
治
維
新
と

み
て
、
そ
れ
以
上
に
精
神
的
維
新
の
必
要
を
見
て
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
愛
国
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
完
成
さ
れ
る
と
の
気

負
い
が
著
し
く
強
い
。
吉
野
の
信
仰
の
師
・
海
老
名
弾
正
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
し
、
福
音
主
義
の
頭
領
と
目
さ
れ
る
植
村
正
久
も
、
無

教
会
主
義
の
内
村
鑑
三
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
敗
残
と
い
う
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
著
し
い
気
負
い
が
最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
に
共
通
し
て

見
て
取
れ
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
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吉
野
作
造
は
武
士
階
級
の
出
身
で
は
な
い
。

「
私
は
東
北
の
片
田
舎
の
一
商
賈
の
せ
が
れ
で
あ
る
（
25
）

」。

し
か
し
な
が
ら
、
生
家
は
宮
城
県
志
田
郡
大
柿
村
（
後
の
古
川
町
、
現
在
の
大
崎
市
）
で
あ
る
か
ら
、
旧
仙
台
藩
に
属
し
た
地
域
で
あ
る
。

旧
仙
台
藩
は
戊
辰
戦
争
で
は
幕
府
側
に
つ
き
敗
者
と
な
っ
た
た
め
、
明
治
新
政
府
と
な
っ
た
薩
長
藩
閥
に
対
す
る
抜
き
が
た
い
反
感
が

人
々
の
心
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
26
）

。

吉
野
に
深
く
影
響
を
与
え
た
海
老
名
弾
正
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
信
仰
を
一
体
化
さ
せ
る
な
か
で
自
己
の
使
命
を
確
認
し
た
が
、
吉
野

作
造
は
そ
の
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
が
自
身
の
使
命
と
な
っ
た
。

二
人
に
は
牧
師
、
信
徒
、
そ
し
て
世
代
や
出
身
階
級
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
存
在
す
る
。

一
方
は
時
代
状
況
に
の
み
こ
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
一
方
は
時
代
状
況
と
対
応
す
る
な
か
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
信
仰
を
区
別
し
て
い

く
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
あ
た
り
の
消
息
を
、
海
老
名
と
の
対
比
だ
け
で
な
く
、
木
下
尚
江
と
の
対
比
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

過
程
と
し
て
丁
寧
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）「
吉
野
作
造
の
人
間
観

―
海
老
名
弾
正
の
神
子
観
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
〇
号
、
東
洋
哲
学
研
究
所
、

二
〇
〇
四
年
）、「
吉
野
作
造
の
「
神
の
国
」
観
　

―
信
仰
の
師
・
海
老
名
弾
正
と
の
対
比
か
ら
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』

第
二
一
号
、

東
洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）、
こ
れ
ら
の
論
文
で
目
指
さ
れ
た
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
野
に
知
的
・
精
神
的
影
響
を
多

大
に
与
え
た
海
老
名
弾
正
と
吉
野
自
身
の
思
想
の
連
続
と
断
然
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
海
老
名
は
周
知
の
と
お
り
、
熊
本
バ
ン
ド
で
信
仰
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
が
、
そ
の
言
説
は
国
家
的
で
あ
り
、
愛
国
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
海
老
名
は
時
代
状
況
に
対
す
る
ブ
レ
が
多
く
、
国
際
主
義
を
説
く

側
面
も
あ
れ
ば
、
贖
罪
意
識
を
著
し
く
欠
如
し
た
「
日
本
的
基
督
教
」
を
説
い
た
り
も
す
る
。
吉
野
自
身
は
「
僕
の
思
索
生
活
に
最
も
大
な
る
影

響
を
与
へ
た
具
体
的
の
事
実
は
な
い
か
と
反
省
し
て
み
る
と
、
大
学
生
時
代
に
聴
い
た
海
老
名
弾
正
先
生
の
説
教
が
夫
れ
で
あ
る
と
思
ふ
」（
吉
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野
作
造
「
予
の
一
生
を
支
配
す
る
程
大
い
な
る
影
響
を
与
へ
し
人
・
事
件
及
び
思
想
」、『
中
央
公
論
』
一
九
二
三
年
二
月
。）
と
語
り
つ
つ
も
、

海
老
名
と
同
じ
主
張
は
選
択
し
て
い
な
い
。
そ
の
足
跡
は
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
歩
み
で
あ
り
、
個
々
の
存
在
者
へ
の
視
点
を
第
一
に
お
く
キ

リ
ス
ト
教
に
根
差
す
人
格
主
義
の
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。
で
は
吉
野
は
そ
う
し
た
海
老
名
か
ら
何
を
受
け
継
ぎ
、
何
を
批
判
的
に
組
み
立
て
直
し

た
の
か
、
そ
の
消
息
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
ふ
た
つ
の
拙
論
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

（
２
）「
吉
野
作
造
の
「
神
の
国
」
観
　

―
信
仰
の
師
・
海
老
名
弾
正
と
の
対
比
か
ら
」、『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
一
号
、
東
洋
哲
学
研
究
所
、

二
〇
〇
五
年
、
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

（
３
）
も
ち
ろ
ん
、
国
家
へ
の
迎
合
・
一
体
関
係
と
し
て
の
国
家
教
会
主
義
も
歴
史
的
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
議
論
は
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。

（
４
）
内
村
鑑
三
の
場
合
、「
ふ
た
つ
の
Ｊ
」
が
当
然
問
題
に
な
り
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
る
と
い
う
示

唆
が
濃
厚
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
家
主
義
的
公
定
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
対
立
す
る
。

（
５
）
鈴
木
範
久
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
物
語
』
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
二
―
〇
三
頁
。
同
書
は
、
大
都
市
の
知
的
勤
勉
層
を
中
心
に
受
容
さ
れ

た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
一
般
信
徒
は
、
調
査
を
み
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
『
修
養
倫
理
』
に
ひ

か
れ
た
入
信
者
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
、「
自
由
」、「
平
等
」、「
博
愛
」
と
い
う
よ
う
な
近
代
的
『
市
民
倫
理
』
に
共
感
し
た
こ
と
に
よ
る
入
信

者
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
一
部
で
は
精
神
的
『
第
二
維
新
』
が
志
さ
れ
て
い
て
も
、
よ
り
多
く
の

信
徒
に
お
い
て
は
、
社
会
の
積
極
的
革
新
に
は
消
極
的
な
「
修
養
倫
理
」
的
受
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
の
支
配
的
な
体
質
に
も
な
る
の
で
あ
る
」。

（
６
）
吉
野
作
造
「
国
家
と
教
会
」、『
新
人
』
一
九
一
九
年
九
月
。

（
７
）
吉
野
作
造
「
露
国
の
敗
北
は
世
界
平
和
の
基
也
」、『
新
人
』
一
九
〇
四
年
三
月
。

（
８
）
吉
野
作
造
「
国
家
中
心
主
義
個
人
中
心
主
義
　
二
思
想
の
対
立
・
衝
突
・
調
和
」、『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
九
月
。

（
９
）
吉
野
作
造
「
日
清
戦
争
前
後
」、『
経
済
往
来
』
一
九
三
三
年
一
月
。

（
10
）
吉
野
作
造
、
能
勢
三
郎
「
行
軍
日
誌
」、『
如
蘭
会
雑
誌
』
第
一
号
、
一
九
八
五
年
七
月
。

（
11
）
吉
野
作
造
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」、『
新
人
』
一
九
〇
五
年
一
月
。

（
12
）
右
に
同
じ
。

（
13
）
吉
野
作
造
「
木
下
尚
江
君
に
答
ふ
」、『
新
人
』
一
九
〇
五
年
三
月
。
国
家
精
神
が
統
御
す
る
に
せ
よ
、
各
人
民
が
意
思
す
る
に
せ
よ
、
国
家
魂
と

は
、
国
民
国
家
を
形
成
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
他
な
ら
な
い
。

（
14
）
吉
野
作
造
「
民
本
主
義
鼓
吹
時
代
の
回
顧
」、『
社
会
科
学
』
一
九
二
八
年
二
月
。
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（
15
）
吉
野
作
造
「
民
衆
的
示
威
運
動
を
論
ず
」、『
中
央
公
論
』
一
九
一
四
年
四
月
。

（
16
）
吉
野
作
造
「
精
神
界
の
大
正
維
新
」、『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
一
月
。

（
17
）
右
に
同
じ
。

（
18
）（
14
）
と
同
じ
。

（
19
）
吉
野
は
ウ
ィ
ー
ン
で
の
デ
モ
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
日
記
に
書
い
て
い
る
。「
見
物
中
感
ジ
タ
ル
ハ
（
１
）
巡
査
ハ
全
然
看
護
人
ノ
如
ク
人
民
ニ

対
シ
テ
毫
モ
積
極
的
追
究
ノ
態
度
ニ
出
ザ
ル
コ
ト
（
２
）
人
民
モ
概
シ
テ
規
律
ヲ
守
リ
漫
リ
ニ
反
抗
ノ
態
度
ニ
出
ザ
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
」（
一
九

一
一
年
九
月
一
七
日
、『
吉
野
作
造
選
集
』
一
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
三
九
頁
）。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
滞
在
中
、
往
来
す
る
労
働

者
の
印
象
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
此
土
地
ハ
金
銀
細
工
ノ
有
名
ナ
ル
工
場
ノ
ア
ル
所
ニ
テ
土
曜
日
ノ
コ
ト
ヽ
テ
工
場
労
働
者

ノ
往
来
頗
ル
夥
シ
　
併
シ
何
千
人
ト
云
フ
労
働
者
ノ
中
一
人
モ
不
作
法
ナ
ル
者
ナ
ク
整
然
ト
シ
テ
左
往
右
来
シ
人
ノ
迷
惑
ニ
ナ
ル
様
ナ
コ
ト
ヲ
セ

ヌ
ハ
実
ニ
見
上
ゲ
タ
者
ナ
リ
　
日
本
ナ
ラ
バ
放
歌
ス
ル
者
ア
リ
悪
口
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
女
ニ
フ
ザ
ケ
ル
者
ア
リ
テ
到
底
不
快
ヲ
感
ゼ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル

ナ
ラ
ン
ニ
去
リ
ト
ハ
見
上
ゲ
タ
者
カ
ナ
ト
熟
々
感
心
ス
」（
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
五
日
、
前
掲
書
、
一
三
四
―
一
三
五
頁
）。

（
20
）
吉
野
作
造
「
民
衆
的
示
威
運
動
を
論
ず
」）

（
21
）（
８
）
に
同
じ
。

（
22
）
右
に
同
じ
。

（
23
）
徳
富
猪
一
郎
『
将
来
之
日
本
』
経
済
雑
誌
社
、
一
八
八
六
年
、
二
一
六
―
二
一
七
頁
。
明
治
初
期
の
知
識
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
事
例

と
し
て
徳
富
蘇
峰
の
次
の
文
章
が
示
唆
的
で
あ
る
。「
吾
人
は
わ
が
皇
室
の
尊
栄
と
安
寧
と
を
保
ち
た
ま
わ
ん
こ
と
を
欲
し
、
わ
が
国
家
の
隆
盛

な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
わ
が
政
府
の
鞏
保
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
な
り
。
こ
れ
を
欲
す
る
の
至
情
に
至
り
て
は
、
あ
え
て
天
下
人
士
の
後
に

あ
ら
ざ
る
こ
と
を
信
ず
。
し
か
れ
ど
も
国
民
な
る
も
の
は
実
に
茅
屋
の
中
に
住
す
る
者
に
存
し
、
も
し
こ
の
国
民
に
し
て
安
寧
と
自
由
と
幸
福
と

を
得
ざ
る
時
に
お
い
て
は
国
家
は
一
日
も
存
在
す
る
あ
た
わ
ざ
る
を
信
ず
る
な
り
。
し
か
し
て
わ
が
茅
屋
の
中
に
住
す
る
人
民
を
し
て
こ
の
恩
沢

に
浴
せ
し
む
る
は
実
に
わ
が
社
会
を
し
て
生
産
的
の
社
会
た
ら
し
め
、
そ
の
必
然
の
結
果
た
る
平
民
的
の
社
会
た
ら
し
む
る
に
あ
る
こ
と
を
信
ず

る
な
り
。
す
な
わ
ち
わ
が
邦
を
し
て
平
和
主
義
を
採
り
、
も
っ
て
商
業
国
た
ら
し
め
平
民
国
た
ら
し
む
る
は
実
に
わ
が
国
家
の
生
活
を
保
ち
、
皇

室
の
尊
栄
も
、
国
家
の
威
勢
も
、
政
府
の
鞏
固
も
、
も
っ
て
遥
々
た
る
将
来
に
継
持
す
る
の
も
っ
と
も
よ
き
手
段
に
し
て
国
家
将
来
の
大
経
綸
な

る
者
は
、
た
だ
こ
の
一
手
段
を
実
践
す
る
に
あ
る
を
信
す
る
な
り
」。

（
24
）
山
路
愛
山
「
現
代
日
本
教
会
史
論
」、『
日
本
の
名
著
40

徳
富
蘇
峰
　
山
路
愛
山
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
三
五
一
頁
。

（
25
）
吉
野
作
造
「
投
書
家
と
し
て
の
思
ひ
出
」、『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
六
年
六
月
。
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（
26
）
吉
野
作
造
「
明
治
維
新
の
解
釈
」、『
婦
人
公
論
』
一
九
二
七
年
二
月
。
吉
野
作
造
は
当
時
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
今
時
の
年
若
い
青

年
諸
君
に
は
分
か
る
ま
い
が
、
明
治
も
二
十
年
頃
ま
で
は
、
一
か
ら
十
ま
で
明
治
新
政
府
の
為
る
事
が
癇
に
障
り
、
伯
夷
叔
斉
を
気
取
る
ま
で
の

勇
気
は
な
い
が
白
眼
を
以
て
天
下
を
に
ら
み
、
事
毎
に
不
平
を
洩
ら
し
て
は
薩
長
嫌
厭
の
情
を
民
間
に
そ
ゝ
る
と
い
ふ
底
の
人
物
が
到
る
処
に
居

た
も
の
だ
。
…
…
私
は
薩
長
に
い
ぢ
め
ら
れ
た
方
の
東
北
の
片
田
舎
に
生
ま
れ
た
の
で
割
合
に
よ
く
這
般
の
消
息
は
わ
か
る
。
今
か
ら
回
想
し
て

見
る
に
、
成
る
程
あ
ゝ
し
た
類
の
人
物
は
可
な
り
沢
山
私
共
の
周
囲
に
も
居
つ
て
、
我
々
子
供
の
頭
に
識
ら
ず

く
重
大
の
影
響
を
与
へ
た
様
で

あ
る
。
私
共
が
七
ツ
八
ツ
の
頃
よ
く
戦
争
ご
つ
こ
を
し
て
遊
ん
だ
も
の
だ
が
、「
新
政
厚
徳
」
の
旗
印
が
最
後
の
勝
利
を
占
め
た
と
い
ふ
で
な
け

れ
ば
決
し
て
局
を
結
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
。

（
う
じ
け
　
の
り
お
・
委
嘱
研
究
員
）
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The Concept of Nationalism in Early YOSHINO Sakuzo

Norio Ujike  

In this paper I consider early YOSHINO Sakuzo’s nationalism (form Russo-Japanese

War to World War I). It is said that the idea to YOSHINO’s concept of nationalism is

progressive. But, we read his early articles; It is incontrovertible to me that he has the

idea of simple nationalism. When having investigated accurately, he was not free of the

idea of nationalism. YOSHINO was not ultra-nationalist, but democrat. In this sense, he

distinguished nationalism and democracy rather than constructing the theory of

democracy. I will discuss both nationalism and democracy aspect of YOSHINO’s

thought, in detail. This study can help to clarify some thought of nationalism during the

Meiji Era.


